
水害対応タイムライン策定一覧
令和５年７月１９日時点

三 刀 屋 川 新三刀屋川
 雲南市三刀屋
 町三刀屋

〃 　〃 R5.6.14

出羽川 淀田橋 邑南町山田 県央 邑南町 R5.6.8

R3.6.22〃

弘鶴橋
 安来市伯太町
 東母里

〃 　〃

〃
安　来
大　橋

 安来市安来町 〃 　〃

意　宇　川

R5.6.8

津 和 野 川 町　田

R3.8.1

R3.8.1

R5.7.3

R5.7.3

江　尾
 江津市桜江町
 市山

三  隅  川

 浜田市

　〃

浜　田　川
浜　田
大　橋

 浜田市殿町

下　府　川

R5.7.3

R5.7.3

R3.7.26

R3.7.26

R3.7.26

R3.6.23

 益田市染羽町 益　田

 吉賀町

 津和野町町田
益　田

（津和野）

〃

 隠岐の島町

 吉賀町沢田 〃

隠岐の島町原田 隠岐

策定年月日

R3.6.30

R3.6.30

R3.6.30

R5.6.14

R3.6.30

R3.6.30

R3.6.22

R3.6.22

R5.6.14

R3.6.30

R3.6.30

R3.6.30

　〃

〃 　〃

 雲南市木次町
 西日登

関係水防
支 部 名
(地区名）

対象水防管理団体

　〃

 益田市

〃

〃

〃

〃

　〃

 津和野町

　〃

三　瓶　川

周　布　川

〃

　〃

 大田市大田町

　〃〃

松　江
（広瀬）

 安来市

 大田市川合町

 安来市広瀬町
 川平

県　央
（大田）

 大田市

 安来市矢田町

 大田市長久町

 出雲市所原町 〃 　〃

〃

　〃

　〃

中　場  浜田市穂出町

八　日
市　橋

〃

三　隅
 浜田市三隅町
 三隅

府中橋  浜田市上府町

敬　　　川 敬川橋  江津市敬川町

〃 下口羽 邑南町下口羽 〃 　〃

〃 木村橋

伯　太　川

松　江  松江市

浜　田 江津市

日　登

三 刀 屋 川 坂山橋
 雲南市三刀屋
 町三刀屋

神田橋

八　戸　川

静　間　川 川合橋

飯　梨　川 大　渡

〃

出雲郷
 松江市東出雲
 町出雲郷

矢　田

高　津　川 塔尾橋

八　尾 川 中　条

益　田　川 染　羽

 雲南市木次町
 東日登

河　川　名 観 測 所 名 所 　在 　地

神　戸　川 佐　田
 出雲市佐田町
 反辺

出　雲  出雲市 R5.6.14

〃 神納橋
 松江市八雲町
 日吉

〃 　〃 R3.6.30

 雲南市加茂町
 加茂中

雲　南  雲南市

〃

赤　　　川 町　上

久　野　川 日の出橋

斐　伊　川
 （幹　川）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：斐伊川
観測所名：日登

雲南県土整備事務所 住民等雲南市気象・水象情報

水防団待機水位到達
日登水位観測所（水位1.60m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
日登水位観測所（水位2.70m）

準備体制（防災安全課）

避難判断水位到達
日登水位観測所（水位3.70m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
日登水位観測所（水位4.50m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

災害対策本部体制 避難指示

高齢者等避難

○避難所開設を検討、準備の開始

堤防天端水位到達・越流
避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに高齢者等避難
の発令判断

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による
避難指示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇大雨洪水注意報発表

○電話連絡（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（雲南市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h

-10h
程度

1h
程度

-3h
程度

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
４
危
険

レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

水防警報（出動）

R3.6.30作成

日登水位観測所（水位2.20m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに避難指示の発
令判断

○監視体制を強化し、10分
毎の水位、雨量等を確認

○住民に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○避難指示を発令できる体制
をとる

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○水防班長（予防班）の配置

○電話連絡（防災安全課長）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位、降雨量等を確認
○防災気象情報等を勘案し「防災
担当指定職員警戒体制」を検討

○電話連絡（雲南県土）

○高齢者等避難を発令でき
る体制をとる

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

（防災安全課長）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は雲南県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）

災害警戒本部体制

0.5h
程度

警戒体制（防災担当指定職員）

○CCTVによる監視強化

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：久野川
観測所名：日の出橋

雲南県土整備事務所 住民等雲南市気象・水象情報

水防団待機水位到達
日の出橋水位観測所（水位1.50m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
日の出橋水位観測所（水位2.20m）

準備体制（防災安全課）

避難判断水位到達
日の出橋水位観測所（水位2.70m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
日の出橋水位観測所（水位2.90m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

災害対策本部体制 避難指示

高齢者等避難

○避難所開設を検討、準備の開始

堤防天端水位到達・越流
避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに高齢者等避難
の発令判断

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による
避難指示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇大雨洪水注意報発表

○電話連絡（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（雲南市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h

-10h
程度

1h
程度

-3h
程度

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
４
危
険

レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

水防警報（出動）

R3.6.30作成

日の出橋水位観測所（水位1.90m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに避難指示の発
令判断

○監視体制を強化し、10分
毎の水位、雨量等を確認

○住民に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○避難指示を発令できる体制
をとる

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○水防班長（予防班）の配置

○電話連絡（防災安全課長）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位、降雨量等を確認
○防災気象情報等を勘案し「防災
担当指定職員警戒体制」を検討

○電話連絡（雲南県土）

○高齢者等避難を発令でき
る体制をとる

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

（防災安全課長）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は雲南県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）

災害警戒本部体制

0.5h
程度

警戒体制（防災担当指定職員）

○CCTVによる監視強化

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：赤川
観測所名：町上

雲南県土整備事務所 住民等雲南市気象・水象情報

水防団待機水位到達
町上水位観測所（水位1.70m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
町上水位観測所（水位3.00m）

準備体制（防災安全課）

避難判断水位到達
町上水位観測所（水位3.70m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
町上水位観測所（水位5.10m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

災害対策本部体制 避難指示

高齢者等避難

○避難所開設を検討、準備の開始

堤防天端水位到達・越流
避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに高齢者等避難
の発令判断

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による
避難指示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇大雨洪水注意報発表

○電話連絡（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（雲南市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h

-10h
程度

1h
程度

-3h
程度

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
４
危
険

レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

水防警報（出動）

R3.6.30作成

町上水位観測所（水位2.40m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに避難指示の発
令判断

○監視体制を強化し、10分
毎の水位、雨量等を確認

○住民に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○避難指示を発令できる体制
をとる

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○水防班長（予防班）の配置

○電話連絡（防災安全課長）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位、降雨量等を確認
○防災気象情報等を勘案し「防災
担当指定職員警戒体制」を検討

○電話連絡（雲南県土）

○高齢者等避難を発令でき
る体制をとる

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

（防災安全課長）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は雲南県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）

災害警戒本部体制

0.5h
程度

警戒体制（防災担当指定職員）

○CCTVによる監視強化

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：三刀屋川
観測所名：坂山橋

雲南県土整備事務所 住民等雲南市気象・水象情報

水防団待機水位到達
坂山橋水位観測所（水位1.80m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
坂山橋水位観測所（水位2.20m）

準備体制（防災安全課）

避難判断水位到達
坂山橋水位観測所（水位2.40m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
坂山橋水位観測所（水位2.90m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

災害対策本部体制 避難指示

高齢者等避難

○避難所開設を検討、準備の開始

堤防天端水位到達・越流
避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに高齢者等避難
の発令判断

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による
避難指示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇大雨洪水注意報発表

○電話連絡（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（雲南市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h

-10h
程度

40分
程度

-3h
程度
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ル

１

レ
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ル
２
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３
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レ
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ル
４
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ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

水防警報（出動）

R5.6.14作成

坂山橋水位観測所（水位2.00m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに避難指示の発
令判断

○監視体制を強化し、10分
毎の水位、雨量等を確認

○住民に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○避難指示を発令できる体制
をとる

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○水防班長（予防班）の配置

○電話連絡（防災安全課長）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位、降雨量等を確認
○防災気象情報等を勘案し「防災
担当指定職員警戒体制」を検討

○電話連絡（雲南県土）

○高齢者等避難を発令でき
る体制をとる

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

（防災安全課長）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は雲南県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）

災害警戒本部体制

10分
程度

警戒体制（防災担当指定職員）

○CCTVによる監視強化

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：三刀屋川
観測所名：新三刀屋

雲南県土整備事務所 住民等雲南市気象・水象情報

水防団待機水位到達
新三刀屋水位観測所（水位3.90m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
新三刀屋水位観測所（水位5.00m）

準備体制（防災安全課）

避難判断水位到達
新三刀屋水位観測所（水位6.40m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
新三刀屋水位観測所（水位7.30m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

災害対策本部体制 避難指示

高齢者等避難

○避難所開設を検討、準備の開始

堤防天端水位到達・越流
避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに高齢者等避難
の発令判断

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による
避難指示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇大雨洪水注意報発表

○電話連絡（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（雲南市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h

-10h
程度

1h
程度

-3h
程度
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ル
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ル
２
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ベ
ル
３
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戒

レ
ベ
ル
４
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レ
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ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

水防警報（出動）

R5.6.14作成

新三刀屋水位観測所（水位4.50m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう、早めに避難指示の発
令判断

○監視体制を強化し、10分
毎の水位、雨量等を確認

○住民に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○避難指示を発令できる体制
をとる

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○水防班長（予防班）の配置

○電話連絡（防災安全課長）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位、降雨量等を確認
○防災気象情報等を勘案し「防災
担当指定職員警戒体制」を検討

○電話連絡（雲南県土）

○高齢者等避難を発令でき
る体制をとる

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

（防災安全課長）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は雲南県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）

災害警戒本部体制

0.5h
程度

警戒体制（防災担当指定職員）

○CCTVによる監視強化

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名：飯梨川
観測所名：大渡

広瀬土木事業所 住民等安来市気象・水象情報

水防団待機水位到達
大渡水位観測所（水位1.50m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
大渡水位観測所（水位2.40m）

第１次体制

避難判断水位到達
大渡水位観測所（水位2.60m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
大渡水位観測所（水位2.80m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

第２次体制

第３次体制

○ホットライン（広瀬土木）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに高齢者等避
難の発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○水防班長の配置

○増水が予想されるときは
警戒巡視広報の実施

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

○CCTVによる監視強化

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（安来市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（市 災害警戒本部）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R3.6.30改定

大渡水位観測所（水位2.00m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに避難指示の
発令判断

○避難が必要の場合は住
民への広報・避難誘導

○住民に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○防災対応の全職員が体
制入り

○河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

準備体制

○避難所開設の検討

○堤防決壊を覚知した場合には、広瀬土
木、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名：飯梨川
観測所名：矢田

広瀬土木事業所 住民等安来市気象・水象情報

水防団待機水位到達
矢田水位観測所（水位3.70m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
矢田水位観測所（水位5.10m）

第１次体制

避難判断水位到達
矢田水位観測所（水位5.70m）

洪水予報（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
矢田水位観測所（水位6.40m） 洪水予報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

第２次体制

第３次体制

○ホットライン（広瀬土木）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに高齢者等避
難開始の発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○水防班長の配置

○増水が予想されるときは
警戒巡視広報の実施

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に洪水予報（氾濫注
意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難避
難指示（緊急）の受信

○CCTVによる監視強化

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（安来市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（市 災害警戒本部）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R3.6.30改定

矢田水位観測所（水位4.40m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難開始の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に洪水予報（氾濫警
戒情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに避難指示の
発令判断

○避難が必要の場合は住
民への広報・避難誘導

○住民に洪水予報（氾濫危険情
報）を伝達

○防災対応の全職員が体
制入り

○河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

準備体制

○避難所開設の検討

洪水予報（氾濫発生情報） ○住民に洪水予報（氾濫発生情
報）を伝達

○堤防決壊を覚知した場合には、広瀬土
木、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名：伯太川
観測所名：弘鶴橋

広瀬土木事業所 住民等安来市気象・水象情報

水防団待機水位到達
弘鶴橋水位観測所（水位1.50m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
弘鶴橋水位観測所（水位2.00m）

第１次体制

避難判断水位到達
弘鶴橋水位観測所（水位2.20m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
弘鶴橋水位観測所（水位2.80m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

第２次体制

第３次体制

○ホットライン（広瀬土木）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに高齢者等避
難の発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○水防班長の配置

○増水が予想されるときは
警戒巡視広報の実施

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（安来市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（市 災害警戒本部）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R3.6.30改定

弘鶴橋水位観測所（水位1.80m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難開始の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに避難指示の
発令判断

○避難が必要の場合は住
民への広報・避難誘導

○住民に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○防災対応の全職員が体
制入り

○河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

準備体制

○避難所開設の検討

○堤防決壊を覚知した場合には、広瀬土
木、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

○CCTVによる監視強化



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名：伯太川
観測所名：安来大橋

広瀬土木事業所 住民等安来市気象・水象情報

水防団待機水位到達
安来大橋水位観測所（水位1.10m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
安来大橋水位観測所（水位1.80m）

第１次体制

避難判断水位到達
安来大橋水位観測所（水位2.00m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
安来大橋水位観測所（水位2.30m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

第２次体制

第３次体制

○ホットライン（広瀬土木）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに高齢者等避
難の発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○水防班長の配置

○増水が予想されるときは
警戒巡視広報の実施

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（安来市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（市 災害警戒本部）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R3.6.30改定

安来大橋水位観測所（水位1.50m）
水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに避難指示の
発令判断

○避難が必要の場合は住
民への広報・避難誘導

○住民に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○防災対応の全職員が体
制入り

○河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

準備体制

○避難所開設の検討

○堤防決壊を覚知した場合には、広瀬土
木、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事業所長） （統括危機管理監）

○CCTVによる監視強化



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名：意宇川
観測所名：出雲郷

松江県土整備事務所 住民等松江市気象・水象情報

水防団待機水位到達
出雲郷水位観測所（水位2.30m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
出雲郷水位観測所（水位2.70m）

注意体制

避難判断水位到達
出雲郷水位観測所（水位2.80m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
出雲郷水位観測所（水位3.30m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

準備体制

警戒体制継続

○ホットライン（松江県土）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○必要に応じ、助言の要請

○準備体制移行の検討

○防災気象情報等を監視し、
水位に関する情報収集

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】
○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（松江市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（市の防災担当者）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （防災安全部長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （防災安全部長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h
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緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R3.6.30改定

出雲郷水位観測所（水位2.50m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに避難指示の
発令判断

○防災気象情報等を監視し、水位に関する情報収集

○想定危険箇所（大草地内）の現地確認（他地区の状況による）

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○警戒体制移行の検討

警戒体制

○水位等の監視体制を強化
し、10分毎の河川水位、雨
量、降水短時間予報を確認

○首長もしくは代理者と避難勧
告等を発令できる体制受整備

○水防隊により住民周知

○水防隊による危険箇所の現地
確認を指示

災害体制

○堤防決壊を覚知した場合には、松江県
土、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （防災安全部長）

○CCTVによる監視強化



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：意宇川
観測所名：神納橋

松江県土整備事務所 住民等松江市気象・水象情報

水防団待機水位到達
神納橋水位観測所（水位1.50m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
神納橋水位観測所（水位2.10m）

注意体制

避難判断水位到達
神納橋水位観測所（水位2.40m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
神納橋水位観測所（水位2.70m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

準備体制

警戒体制継続

○ホットライン（松江県土）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○必要に応じ、助言の要請

○準備体制移行の検討

○防災気象情報等を監視し、
水位に関する情報収集

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】
○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（松江市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（市の防災担当者）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （防災安全部長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （防災安全部長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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-24h
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緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R3.6.30改定

神納橋水位観測所（水位1.80m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、早めに避難指示の
発令判断

○避難指示の発令判断

○防災気象情報等を監視し、水位に関する情報収集

○想定危険箇所（大草地内）の現地確認（他地区の状況による）

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○警戒体制移行の検討

警戒体制

○水位等の監視体制を強化
し、10分毎の河川水位、雨
量、降水短時間予報を確認

○首長もしくは代理者と避難指
示等を発令できる体制受整備

○水防隊により住民周知

○水防隊による危険箇所の現地
確認を指示

災害体制

○堤防決壊を覚知した場合には、松江県
土、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （防災安全部長）

○CCTVによる監視強化



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：神戸川
観測所名：佐田

出雲県土整備事務所 住民等出雲市気象・水象情報

水防団待機水位到達
佐田水位観測所（水位2.45m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
佐田水位観測所（水位2.95m）

準備体制

避難判断水位到達
佐田水位観測所（水位5.00m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
佐田水位観測所（水位5.30m） 水位到達情報（氾濫危険情報） 災害対策本部体制 避難指示

高齢者等避難

堤防天端水位到達・越流
避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請（市長→知事）

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○電話連絡（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）
○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（出雲市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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-24h

-10h
程度

1h
程度

-3h
程度

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
４
危
険

レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R05.06.14改訂

佐田水位観測所（水位2.70m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○避難所開設準備
○10分ごとに水位、雨量、
降雨短期予報を確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等等）

○避難所開設手段確認

○電話連絡（防災担当者）

○１時間ごとに河川水位、雨量、 降水短時間予報を確認

○連絡要員の配置 ○水防団指示

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

○堤防決壊を覚知した場合は出雲県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）

災害対策本部体制

1h
程度

警戒本部体制

注意体制

○水防団指示

○巡視・水防活動状況報告

○避難が必要な状況が夜間・早朝となる場
合は、危険な箇所から避難するよう、早め
に高齢者等避難の発令判断

○CCTVによる監視強化

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難す
るよう早めに避難指示の発令判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫危険情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難

○電話連絡（出雲県土）

【警戒体制】

○第１次災害体制（防災安全課、
農林基盤課、道路河川班、
各行政センター）

○地区担当職員配置

（防災安全課）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：神戸川
観測所名：木村橋

出雲県土整備事務所 住民等出雲市気象・水象情報

水防団待機水位到達
木村橋水位観測所（水位2.60m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
木村橋水位観測所（水位3.90m）

準備体制

避難判断水位到達
木村橋水位観測所（水位5.00m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
木村橋水位観測所（水位5.30m） 水位到達情報（氾濫危険情報） 災害対策本部体制 避難指示

高齢者等避難

堤防天端水位到達・越流
避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請（市長→知事）

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○電話連絡（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（出雲市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h

-10h
程度

1h
程度

-3h
程度

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
４
危
険

レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R05.06.14改訂

木村橋水位観測所（水位3.20m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○避難所開設準備
○10分ごとに水位、雨量、
降雨短期予報を確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○避難所開設手段確認

○電話連絡（防災担当者）

○１時間ごとに河川水位、雨量、 降水短時間予報を確認

○連絡要員の配置
○水防団指示

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

○堤防決壊を覚知した場合は出雲県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）

災害対策本部体制

1h
程度

警戒本部体制

注意体制

○水防団指示

○巡視・水防活動状況報告

○CCTVによる監視強化

○避難が必要な状況が夜間・早朝となる場
合は、危険な箇所から避難するよう、早め
に高齢者等避難の発令判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難す
るよう早めに避難指示の発令判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫危険情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難

○電話連絡（出雲県土）

【警戒体制】

（防災安全課）

○地区担当職員配置

○第１次災害体制（防災安全課、
農林基盤課、道路河川班、
各行政センター）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：静間川
観測所名：川合橋

大田事業所 住民等大田市気象・水象情報

水防団待機水位到達
川合橋水位観測所（水位1.30m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
川合橋水位観測所（水位2.20m）

災害準備体制

避難判断水位到達
川合橋水位観測所（水位2.90m）ｚ

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
川合橋水位観測所（水位3.20m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

災害警戒体制（１次動員）

災害警戒体制（３次動員） 避難指示

高齢者等避難

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝とな
る場合は、危険な箇所から避難するよ
う、早めに高齢者等避難の発令判断

○施設（水門・排水機場等）の点検・操作確認

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○浸水が予想される高齢者等に水位到
達情報（氾濫注意情報）を伝達

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報提供

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（大田市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

（市長）

-72h

-48h

-24h

（市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h
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５

緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

令和3年 7月版

川合橋水位観測所（水位1.80m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難開始の受信

水防団出動

○堤防決壊時の住民周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設

○高齢者等に水位到達情報（氾濫警
戒情報）等を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝とな
る場合は、危険な箇所から避難するよ
う避難指示の発令判断

○監視体制を強化し、10分毎の
水位、雨量等を確認

○高齢者等に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○総務部長を本部長とし、避難準
備情報等を発令できる体制をとる

○過去の洪水と比較等、洪水
の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○防災気象情報により水防情報を
把握。

○ホットライン（市の防災担当者）

○水防団指示（準備） ○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位情報及び水防警報（待機、
指示）を消防本部へ伝達

○高齢者等避難開始を発令で
きる体制をとる

○巡視・水防活動状況を把握し、
水防上危険な場合は措置を求め
る

（危機管理課）

○重要水防箇所や危険箇所の位置を
確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は大田事業所、所
管警察署等の関係機関に通知

○水位上昇が見込まれる時、災害
警戒本部（1次動員）に入る

○河川水位情報及び水防警報（出動）
を消防本部へ伝達

○関係機関への避難情報伝達

災害警戒体制（２次動員）

〇市長（副市長）を本部長とし、避
難勧告等を発令できる体制をとる

○関係機関への避難情報伝達

○避難所開設の判断

災害警戒体制（４次動員）

○関係機関への避難情報伝達

○ホットライン（事業所長） （市長）

○ホットライン（大田事業所）

○ホットライン（事業所長）

○ホットライン（事業所長）

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

○重要水防箇所や危険箇所の位置を
確認し、発令地域を検討

○高齢者等に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

水位到達情報（氾濫発生情報）

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避難

○漏水・侵食情報共有



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：静間川
観測所名：八日市橋

大田事業所 住民等大田市気象・水象情報

水防団待機水位到達
八日市橋水位観測所（水位1.50m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
八日市橋水位観測所（水位2.50m）

災害準備体制

避難判断水位到達
八日市橋水位観測所（水位2.60m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
八日市橋水位観測所（水位3.80m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

災害警戒体制（１次動員）

災害警戒体制（３次動員） 避難指示

高齢者等避難

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝とな
る場合は、危険な箇所から避難するよ
う、早めに高齢者等避難の発令判断

○施設（水門・排水機場等）の点検・操作確認

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○浸水が予想される高齢者等に水位到
達情報（氾濫注意情報）を伝達

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（大田市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

（市長）

-72h

-48h

-24h

（市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h
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緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

令和3年 7月版

八日市橋水位観測所（水位2.00m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難開始の受信

水防団出動

○堤防決壊時の住民周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設

○高齢者等に水位到達情報（氾濫警
戒情報）等を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝とな
る場合は、危険な箇所から避難するよ
う避難指示の発令判断

○監視体制を強化し、10分毎の
水位、雨量等を確認

○高齢者等に水到達情報（氾濫危険
情報）を伝達

○総務部長を本部長とし、避難準
備情報等を発令できる体制をとる

○過去の洪水と比較等、洪水
の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○防災気象情報により水防情報を
把握。

○ホットライン（市の防災担当者）

○水防団指示（準備） ○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位情報及び水防警報（待機、
指示）を消防本部へ伝達

○避難準備・高齢者避難開始を
発令できる体制をとる

○巡視・水防活動状況を把握し、
水防上危険な場合は措置を求め
る

（危機管理課）

○重要水防箇所や危険箇所の位置を
確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は大田事業所、所
管警察署等の関係機関に通知

○水位上昇が見込まれる時、災害
警戒本部（1次動員）に入る

○河川水位情報及び水防警報（出動）
を消防本部へ伝達

○関係機関への避難情報伝達

災害警戒体制（２次動員）

〇市長（副市長）を本部長とし、避
難勧告等を発令できる体制をとる

○関係機関への避難情報伝達

○避難所開設の判断

災害警戒体制（４次動員）

○関係機関への避難情報伝達

○ホットライン（事業所長） （市長）

○ホットライン（大田事業所）

○ホットライン（事業所長）

○漏水・侵食情報提供

○ホットライン（事業所長）

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

水位到達情報（氾濫発生情報）

○重要水防箇所や危険箇所の位置を
確認し、発令地域を検討

○高齢者等に水到達情報（氾濫危険
情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避難

○漏水・侵食情報共有



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：三瓶川
観測所名：神田橋

大田事業所 住民等大田市気象・水象情報

水防団待機水位到達
神田橋水位観測所（水位1.30m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
神田橋水位観測所（水位2.10m）

災害準備体制

避難判断水位到達
神田橋水位観測所（水位2.50m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
神田橋水位観測所（水位2.90m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

災害警戒体制（１次動員）

災害警戒体制（３次動員） 避難指示

高齢者等避難

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝とな
る場合は、危険な箇所から避難するよ
う、早めに高齢者等避難の発令判断

○施設（水門・排水機場等）の点検・操作確認

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○浸水が予想される高齢者等に水位到
達情報（氾濫注意情報）を伝達

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難勧
告・避難指示（緊急）の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（大田市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

（市長）

-72h

-48h

-24h

（市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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-24h
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氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

令和3年 7月版

神田橋水位観測所（水位1.70m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難開始の受信

水防団出動

○堤防決壊時の住民周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設

○高齢者等に水位到達情報（氾濫警
戒情報）等を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝とな
る場合は、危険な箇所から避難するよ
う避難指示の発令判断

○監視体制を強化し、10分毎の
水位、雨量等を確認

○高齢者等に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○総務部長を本部長とし、避難準
備情報等を発令できる体制をとる

○過去の洪水と比較等、洪水
の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○防災気象情報により水防情報を
把握。

○ホットライン（市の防災担当者）

○水防団指示（準備） ○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位情報及び水防警報（待機、
指示）を消防本部へ伝達

○避難準備・高齢者避難開始を
発令できる体制をとる

○巡視・水防活動状況を把握し、
水防上危険な場合は措置を求め
る

（危機管理課）

○重要水防箇所や危険箇所の位置を
確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は大田事業所、所
管警察署等の関係機関に通知

○水位上昇が見込まれる時、災害
警戒本部（1次動員）に入る

○河川水位情報及び水防警報（出動）
を消防本部へ伝達

○関係機関への避難情報伝達

災害警戒体制（２次動員）

〇市長（副市長）を本部長とし、避
難勧告等を発令できる体制をとる

○関係機関への避難情報伝達

○避難所開設の判断

災害警戒体制（４次動員）

○関係機関への避難情報伝達

○ホットライン（事業所長） （市長）

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

○ホットライン（事業所長）

○漏水・侵食情報提供

○ホットライン（事業所長）

○ホットライン（大田事業所）

水位到達情報（氾濫発生情報）

○重要水防箇所や危険箇所の位置を
確認し、発令地域を検討

○高齢者等に水位到達情報（氾濫危
険情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避難

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難

○漏水・侵食情報共有



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名 ： 出羽川
観測所名 ： 淀田橋

県央県土整備事務所 住民等邑南町気象・水象情報

水防団待機水位到達
淀田橋水位観測所（水位1.70m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
淀田橋水位観測所（水位2.60m）

事前体制

避難判断水位到達
淀田橋水位観測所（水位3.70m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
淀田橋水位観測所（水位3.90m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

第１災害体制

第３災害体制

○ホットライン（県央県土）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに高齢者等避難の
発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○管理職等を配置

避難開始

○巡視・水防活動状況を把握
し必要な措置を求める

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（町の防災担当者）

○ホットライン（町長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（邑南町）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（邑南町総務課）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （町長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （町長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R５.６月版

淀田橋水位観測所（水位2.20m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の住民周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○沿川住民に「高齢者等避難」を
伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めの避難指示の発令

○沿川住民に「避難指示」を伝達○全職員が予め定めた体
制入り

○防災気象情報を監視、河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し発令対象地域を検討

第２災害体制

○水位等の監視体制強化

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し発令対象地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合には、浜田県
土、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （町長）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名 ： 出羽川
観測所名 ： 下口羽

県央県土整備事務所 住民等邑南町気象・水象情報

水防団待機水位到達
下口羽水位観測所（水位1.50m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
下口羽水位観測所（水位2.60m）

事前体制

避難判断水位到達
下口羽水位観測所（水位3.70m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
下口羽水位観測所（水位4.00m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

第１災害体制

第３災害体制

○ホットライン（県央県土）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに高齢者等避難の
発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○管理職等を配置

避難開始

○巡視・水防活動状況を把握
し必要な措置を求める

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（町の防災担当者）

○ホットライン（町長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（邑南町）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（邑南町総務課）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （町長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （町長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h

-10h
程度

0.5h
程度

1h
程度

-3h
程度

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
４
危
険

レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R５.６月版

下口羽水位観測所（水位2.10m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の住民周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○沿川住民に「高齢者等避難」を
伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めの避難指示の発令

○沿川住民に「避難指示」を伝達○全職員が予め定めた体
制入り

○防災気象情報を監視、河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し発令対象地域を検討

第２災害体制

○水位等の監視体制強化

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し発令対象地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合には、浜田県
土、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （町長）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名 ： 八戸川
観測所名 ： 江尾

浜田県土整備事務所 住民等江津市気象・水象情報

水防団待機水位到達
江尾水位観測所（水位1.70m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
江尾水位観測所（水位2.60m）

事前体制

避難判断水位到達
江尾水位観測所（水位2.80m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
江尾水位観測所（水位3.30m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

第１災害体制

第３災害体制

○ホットライン（浜田県土）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに高齢者等避難の
発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○管理職等を配置

避難開始

○巡視・水防活動状況を把握
し必要な措置を求める

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（江津市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（危機管理監）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R３.８月版

江尾水位観測所（水位2.20m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の住民周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○沿川住民に「高齢者等避難」を
伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めの避難指示の発令

○沿川住民に「避難指示」を伝達○全職員が予め定めた体
制入り

○防災気象情報を監視、河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し発令対象地域を検討

第２災害体制

○水位等の監視体制強化

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し発令対象地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合には、浜田県
土、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名 ： 敬川
観測所名 ： 敬川橋

浜田県土整備事務所 住民等江津市気象・水象情報

水防団待機水位到達
敬川橋水位観測所（水位2.00m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
敬川橋水位観測所（水位2.10m）

事前体制

避難判断水位到達
敬川橋水位観測所（水位2.40m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
敬川橋水位観測所（水位2.70m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機、準備）

第１災害体制

第３災害体制

○ホットライン（浜田県土）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに高齢者等避難の
発令判断

○必要に応じ、助言の要請

○管理職等を配置

避難開始

○巡視・水防活動状況を把握
し必要な措置を求める

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（江津市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（危機管理監）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （市長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （市長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

-72h

-48h

-24h

-10h
程度

0.5h
程度

1h
程度

-3h
程度

レ
ベ
ル

１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
４
危
険

レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R３.８月版

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の住民周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○沿川住民に「高齢者等避難」を
伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めの避難指示の発令

○沿川住民に「避難指示」を伝達○全職員が予め定めた体
制入り

○防災気象情報を監視、河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し発令対象地域を検討

第２災害体制

○水位等の監視体制強化

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し発令対象地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合には、浜田県
土、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （市長）



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名 ： 下府川
観測所名 ： 府中橋

浜田県土整備事務所 住民等浜田市気象・水象情報

水防団待機水位到達
府中橋水位観測所（水位2.10m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
府中橋水位観測所（水位3.60m）

水防第１体制

避難判断水位到達
府中橋水位観測所（水位4.50m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
府中橋水位観測所（水位5.40m）

水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

水防第２体制

第２災害体制 避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに高齢者等避難の
発令判断

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊の派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（浜田市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R５.７月版

府中橋水位観測所（水位2.90m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○要支援者等に「高齢者等避難」
を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するようはやめに避難指示の発
令判断

○避難が必要の場合は住
民への広報・避難誘導

○要支援者等に「避難指示」を伝
達

○防災対応の全職員が体
制入り

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○水防班長（予防班）の配置

○ホットライン（市の防災担当者）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位、降雨量等を確認

○水防団は0時を起点に3時間毎
に降雨量を観測、時間雨量10mm
以上の時は毎時観測

○消防本部・消防署は、過去24時
間以内の降雨量が50mmに達し
た時から毎時雨量を観測

○ホットライン（総務課長）

○増水が予想されるときは
人口密集地等を重点に警戒
巡視広報の実施

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

（防災安全課長）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

第１災害体制

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は浜田県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

災害対策本部設置



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名 ： 浜田川
観測所名 ： 浜田大橋

浜田県土整備事務所 住民等浜田市気象・水象情報

水防団待機水位到達
浜田大橋水位観測所（水位1.10m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
浜田大橋水位観測所（水位1.60m）

水防第１体制

避難判断水位到達
浜田大橋水位観測所（水位1.70m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
浜田大橋水位観測所（水位2.00m）

水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

水防第２体制

第２災害体制 避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに高齢者等避難の
発令判断

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊の派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（浜田市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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-24h
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緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R５.７月版

浜田大橋水位観測所（水位1.40m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○要支援者等に「高齢者等避難」
を伝達
○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに避難指示の発令
判断

○避難が必要の場合は住
民への広報・避難誘導

○要支援者等に「避難指示」を伝
達

○防災対応の全職員が体
制入り

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○水防班長（予防班）の配置

○ホットライン（市の防災担当者）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位、降雨量等を確認

○水防団は0時を起点に3時間毎
に降雨量を観測、時間雨量10mm
以上の時は毎時観測

○消防本部・消防署は、過去24時
間以内の降雨量が50mmに達し
た時から毎時雨量を観測

○ホットライン（総務課長）

○増水が予想されるときは
人口密集地等を重点に警戒
巡視広報の実施

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

（防災安全課長）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

第１災害体制

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は浜田県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

災害対策本部設置



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名 ： 周布川
観測所名 ： 中場

浜田県土整備事務所 住民等浜田市気象・水象情報

水防団待機水位到達
中場水位観測所（水位1.80m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
中場水位観測所（水位2.10m）

水防第１体制

避難判断水位到達
中場水位観測所（水位2.90m）

洪水予報（氾濫注意情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
中場水位観測所（水位3.10m）

洪水予報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

水防第２体制

第２災害体制

○ホットライン（総務課長）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに高齢者等避難の
発令判断

○水防班長（予防班）の配置

○増水が予想されるときは
人口密集地等を重点に警戒
巡視広報の実施

避難開始

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（市の防災担当者）

○ホットライン（市長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（浜田市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（防災安全課長）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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-24h
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氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R５.７月版

中場水位観測所（水位2.00m） 水防警報（準備） ○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○要支援者等に「高齢者等避難」
を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに避難指示の発令
判断

○避難が必要の場合は住
民への広報・避難誘導

○要支援者等に「避難指示」を伝
達

○防災対応の全職員が体
制入り

○河川水位、降雨量等を確認

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

洪水予報（氾濫発生情報）

○水防団は0時を起点に3時間毎
に降雨量を観測、時間雨量10mm
以上の時は毎時観測

○消防本部・消防署は、過去24時
間以内の降雨量が50mmに達し
た時から毎時雨量を観測

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討○巡視・水防活動状況報告

第１災害体制

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○高齢者等に洪水予報（氾濫発
生情報）を伝達

○必要に応じ自衛隊の派遣要請

○避難者への支援

○堤防決壊時の周知

○堤防決壊を覚知した場合は浜田県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

災害対策本部設置



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

河 川 名 ： 三隅川
観測所名 ： 三隅

浜田県土整備事務所 住民等浜田市気象・水象情報

水防団待機水位到達
三隅水位観測所（水位2.50m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
三隅水位観測所（水位3.00m）

水防第１体制

避難判断水位到達
三隅水位観測所（水位5.20m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
三隅水位観測所（水位5.70m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

水防第２体制

第２災害体制 避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流

避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早めに高齢者等避難の
発令判断

避難開始

○巡視・水防活動状況報告

○休校の判断、体制の確認等

○市の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認 ○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報共有

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊の派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除

※台風最接近

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

○ホットライン（市長）
○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（浜田市）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

○必要に応じ水防団の退避の指示
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緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

R５.７月版

三隅水位観測所（水位2.80m） 水防警報（準備）

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

水防団出動

○堤防決壊時の周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○要支援者等に「高齢者等避難」
を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避
難するよう早面に避難指示の発令
判断

○避難が必要の場合は住
民への広報・避難誘導

○要支援者等に「避難指示」を伝
達

○防災対応の全職員が体
制入り

○避難所開設の検討

○首長もしくは代理者の登庁

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○水防班長（予防班）の配置

○ホットライン（市の防災担当者）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ
注意喚起

○河川水位、降雨量等を確認

○水防団は0時を起点に3時間毎
に降雨量を観測、時間雨量10mm
以上の時は毎時観測

○消防本部・消防署は、過去24時
間以内の降雨量が50mmに達し
た時から毎時雨量を観測

○ホットライン（総務課長）

○増水が予想されるときは
人口密集地等を重点に警戒
巡視広報の実施

○巡視・水防活動状況を把握
し、水防上危険な場合は措置
を求める

（防災安全課長）

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

第１災害体制

○重要水防箇所や危険箇所の位
置を確認し、発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合は浜田県土、
所管警察署等の関係機関に通知

○ホットライン（事務所長） （総務部長）

災害対策本部設置



 河川名　 ：益田川

 観測所名：染羽

　◯テレビ、インターネット、携帯メール等に氾濫注意水位到達
 洪水予報（氾濫注意情報）  水防警報（出動）  第１災害体制 水防団出動

◯巡視・水防活動状況報告

避難開始

確認

　難指示の受信

◯避難所開設の判断

◯重要水防区域、危険箇所の位置を確認し

◯ホットライン（事務所長） （市長）

◯重要水防区域、危険箇所の位置を確認し

氾濫危険水位到達
 洪水予報（氾濫危険情報）  水防警報（指示）  第３災害体制 避難指示

◯被害状況・調査結果等の公表

◯堤防決壊時の周知

堤防天端水位到達・越流  洪水予報（氾濫発生情報） 緊急安全確保

◯必要に応じ自衛隊への派遣要請については、地域・事象によって、異なります。

　　◯ホットライン（松江地方気象台） ◯ホットライン（市長）

避難完了
対策機械の派遣

レ
ベ
ル
５

◯住民に洪水予報（氾濫発生情報）を伝達◯ホットライン（事務所長） （市長） ◯未避難者の緊急避難※「ホットライン（松江地方気象台）は、上記の場

◯ホットライン（事務所長） （市長）

◯必要に応じ、助言の要請

　　◯気象台記者会見
◯市の要請に応じて災害

レ
ベ
ル
４
危
険

◇大雨特別警報発表の可能性

避難解除

◯屋内安全確保（垂直避難等）

※台風最接近

◯被害状況の把握

◯必要に応じ水防団の退避の指示

合に行うほか、必要と認められれば随時行う。

染羽水位観測所（水位３．５０ｍ）

◯堤防決壊を覚知した場合には、益田県土、所管警察等の関係機関に通知

◯避難者への支援※気象・水象情報に関する発表等のタイミング

レ
ベ
ル
２
注
意

◯ＣＣＴＶによる監視強化 ◯首長もしくは代理者の登庁 ◯避難所開設の準備の判断

◯高齢者等を含め住民に洪水予報（氾濫注

意情報）を伝達

◯必要に応じ、助言の要請

　齢者等避難の受信

避難判断水位到達
 洪水予報（氾濫警戒情報）  第２災害体制 高齢者等避難 高齢者等避難開始

染羽水位観測所（水位３．１０ｍ）

発令地域を検討

◯各種警報を住民へ周知

◯ホットライン（益田県土）

レ
ベ
ル
３
警
戒

◯１０分ごとの河川水位、雨量、降水短時 ◯高齢者等を含め住民に洪水予報（氾濫警 　◯避難の準備（高齢者等以外）

間予報を確認 戒情報）を伝達

-24h 水防団待機水位到達 【準備体制】
 水防警報（待機）  警戒体制

　◯テレビ、ラジオ、インターネット等による

染羽水位観測所（水位１．３０ｍ）

レ
ベ
ル
１

　　気象警報等の確認

◯水防班長の配置 ◯水防団指示（待機）

◯１時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認
　◯ハザードマップ等による避難所・避難

染羽水位観測所（水位１．８０ｍ）  水防警報（準備） ◯水防団指示（準備）

　◯防災グッズの準備◯避難所開設の検討 ◯樋門・樋管等の操作担当者への注意喚起
◇大雨警報・洪水警報発表

　◯自宅保全　　◯ホットライン（松江地方気象台） ◯ホットライン（市の防災担当者）

【警戒体制】

-48h
◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

◯維持業者、河川巡視員への情報提供

-72h
◇台風情報（台風予報）

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◯災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

◯水防団等への注意喚起

◇強風波浪高潮注意報発表

◯河川敷での工事の安全確認

◯休校の判断、体制の確認等

台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の

避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画） Ｒ３．７．２６ 作成

気象・水象情報 益田県土整備事務所 益田市 住民等

　　◯台風説明会（於：松江地方気象台）

◯支部体制の確認

０．５ｈ
程度

１ｈ
程度

　　ルートの確認

　◯緊急告知端末、携帯メール等による高

　◯緊急告知端末、携帯メール等による避

◇記録的短時間大雨情報（益田市）発表

◯防災対応の全職員が体制入り

避難指示の発令判断

◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる場

合は、危険な箇所から避難するよう、早めに

高齢者等避難の発令判断

◯必要に応じ、助言の要請

◯過去の洪水と比較等、洪水の切迫性の◯漏水・侵食情報共有

◯住民に洪水予報（氾濫危険情報）を伝達

　◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる

　場合は、危険な箇所から避難

（市の防災担当者）

◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる場

合は、危険な箇所から避難するよう、早めに

発令地域を検討

【非常体制】

　　よる大雨や河川の状況を確認染羽水位観測所（水位２．３０ｍ）

氾濫発生



 河川名　 ：津和野川

 観測所名：町田

台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の

避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画） Ｒ３．７．２６ 作成

気象・水象情報 津和野土木事業所 津和野町（総務財政課） 住民等

　　◯台風説明会（於：松江地方気象台）

◯支部体制の確認

◇強風波浪高潮注意報発表

◯河川敷での工事の安全確認

◯休校の判断、体制の確認等
-48h

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

◯維持業者、河川巡視員への情報提供

-72h
◇台風情報（台風予報）

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◯災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

◯水防団等への注意喚起

　◯ハザードマップ等による避難所・避難
◯気象、河川、道路、水路等の状況を把握し、必要な措置

　　ルートの確認
町田水位観測所［水位１．５０ｍ］  水防警報（準備） ◯水防団指示（準備）

-24h 水防団待機水位到達 【準備体制】 　◯テレビ、ラジオ、インターネット等による
 水防警報（待機） 第１災害体制（準備体制）

町田水位観測所［水位１．２０ｍ］ 　　気象警報等の確認

レ
ベ
ル
１

◯水防団指示（待機）

氾濫注意水位到達 【警戒体制】 　◯テレビ、インターネット、携帯メール等に
 水防警報（出動） 第２災害体制（警戒体制） 水防団出動

町田水位観測所［水位１．８０ｍ］ 　　よる大雨や河川の状況を確認

◯避難所開設の検討 ◯樋門・樋管等の操作担当者への注意喚起 　◯防災グッズの準備
◇大雨警報・洪水警報発表

　　◯ホットライン（松江地方気象台） ◯ホットライン（町の防災担当者） 　◯自宅保全

高齢者等避難の発令判断

◯重要水防区域、危険箇所の位置を確認し

（町の防災担当者） 発令地域を検討

◯各種警報を住民へ周知

レ
ベ
ル
２
注
意

 水位通報（氾濫注意情報） ◯避難所開設の準備

◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる場
◯ＣＣＴＶによる監視強化 ◯気象、河川、道路、水路等の状況を把握

合は、危険な箇所から避難するよう、早めに
し、必要な措置

避難判断水位到達
 水位通報（氾濫警戒情報） 第３災害体制（非常体制） 高齢者等避難

◯ホットライン（津和野土木）

高齢者等避難開始
町田水位観測所［水位（上流）２．２０ｍ］

◯避難所開設の判断

　◯防災無線、携帯メール等による高齢者

等避難の受信

◯漏水・侵食情報共有 ◯過去の洪水と比較等、洪水の切迫性の

確認

　場合は、危険な箇所から避難

避難指示の発令判断 　◯防災無線、携帯メール等による避難指
◯必要に応じ、助言の要請

◯町内の防災関係機関及び防災上重要施 　示の受信

合は、危険な箇所から避難するよう、早めに

◯巡視・水防活動状況報告

◯ホットライン（事業所長） （津和野町長） 　設の管理者に動員要請

レ
ベ
ル
４
危
険

１ｈ
程度

　　　　　　　　　　 ［水位（下流）３．６０ｍ］  水位通報（氾濫危険情報） ◯避難指示の発令判断

◇記録的短時間大雨情報（津和野町）発表

◇大雨特別警報発表の可能性

　　◯ホットライン（松江地方気象台）

氾濫危険水位到達 【非常体制】
 水防警報（指示） 避難指示 避難開始

町田水位観測所［水位（上流）２．６０ｍ］

レ
ベ
ル
３
警
戒

０．５ｈ
程度

　　　　　　　　　　 ［水位（下流）３．２０ｍ］ ◯気象、河川、道路、水路等の状況を把握、 ◯避難指示発令地域の検討 　◯避難の準備（高齢者等以外）

監視を強化し、必要な措置 ◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる場 　◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる

◯必要に応じ水防団の退避の指示

レ
ベ
ル
５

◯ホットライン（事業所長） （津和野町長） ◯未避難者の緊急避難
※「ホットライン（松江地方気象台）は、上記の場

◯屋内安全確保（垂直避難等）
合に行うほか、必要と認められれば随時行う。 ◯堤防決壊を覚知した場合には、津和野土木、所管警察等の関係機関に通知

◯被害状況の把握
◯必要に応じ自衛隊への派遣要請

避難解除

◯避難者への支援
※気象・水象情報に関する発表等のタイミング ◯被害状況・調査結果等の公表

◯堤防決壊時の周知
については、地域・事象によって、異なります。

　対策機械の派遣
※台風最接近

避難完了

堤防天端水位到達・越流 緊急安全確保

◯ホットライン（町長）

　　◯気象台記者会見
◯ホットライン（事業所長） （津和野町長）

◯必要に応じ、助言の要請

◯町の要請に応じて災害

氾濫発生



 河川名　 ：高津川

 観測所名：塔尾橋

※気象・水象情報に関する発表等のタイミング ◯被害状況・調査結果等の公表
◯堤防決壊時の周知

については、地域・事象によって、異なります。

避難完了

堤防天端水位到達・越流 第３災害体制 特別体制 緊急安全確保

　　◯ホットライン（松江地方気象台）

レ
ベ
ル
５

◯ホットライン（事業所長） （吉賀町長）
※「ホットライン（松江地方気象台）は、上記の場 ◯未避難者の緊急避難

◯必要に応じ、助言の要請

◯町の要請に応じて災害 ◯必要に応じ水防団の退避の指示

※台風最接近 　対策機械の派遣

避難解除

合に行うほか、必要と認められれば随時行う。 ◯堤防決壊を覚知した場合には、津和野土木、所管警察等の関係機関に通知 ◯屋内安全確保（垂直避難等）
◯被害状況の把握

◯必要に応じ自衛隊への派遣要請

避難開始
塔尾橋水位観測所［水位２．３０ｍ］

レ
ベ
ル
４
危
険

１ｈ
程度

 水位通報（氾濫危険情報） ◯高齢者等に氾濫危険情報を伝達
◇記録的短時間大雨情報（吉賀町）発表

◯水防隊による危険箇所の現地確認を指

　示 ◯住民周知

◯避難指示の発令判断

◇大雨特別警報発表の可能性

◯ホットライン（町長）

　　◯気象台記者会見
◯ホットライン（事業所長） （吉賀町長）

◯ホットライン（事業所長） （吉賀町長） 避難指示の発令判断 　示の受信

レ
ベ
ル
３
警
戒

０．５ｈ
程度

◯水位等の監視体制を強化し、１０分毎の ◯避難所開設の判断 　◯避難の準備（高齢者等以外）

　河川水位、雨量、降水短時間予報を確認 ◯高齢者等に氾濫警戒警戒情報を伝達 　◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる

　場合は、危険な箇所から避難

◯住民周知
◯漏水・侵食情報共有 ◯過去の洪水と比較等、洪水の切迫性の

確認

氾濫危険水位到達 【非常体制】
 水防警報（指示） 第３災害体制 避難指示

合は、危険な箇所から避難するよう、早めに

高齢者等避難開始
塔尾橋水位観測所［水位１．８０ｍ］

◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる場

合は、危険な箇所から避難するよう、早めに 　◯防災無線、携帯メール等による高齢者
◯巡視・水防活動状況報告

高齢者等避難の発令判断 　等避難の受信

◯必要に応じ、助言の要請
◯避難が必要な状況が夜間・早朝となる場

　◯防災無線、携帯メール等による避難指

◯ホットライン（津和野土木） （町の防災担当者）

レ
ベ
ル
２
注
意

 水位通報（氾濫注意情報） ◯避難所開設の準備の判断

◯高齢者等避難の発令を判断出来る体制
◯ＣＣＴＶによる監視強化

◯第１災害体制移行の準備 ◯高齢者等に氾濫注意情報を伝達

◯重要水防区域、危険箇所の位置を確認
◯必要に応じ関係機関へ町の体制を連絡

避難判断水位到達
 水位通報（氾濫警戒情報） 第２災害体制 高齢者等避難

　　よる大雨や河川の状況を確認

◯避難所開設の検討 ◯樋門・樋管等の操作担当者への注意喚起
　◯防災グッズの準備

　　◯ホットライン（松江地方気象台） ◯ホットライン（町の防災担当者）
　◯自宅保全

し発令地域を検討

◇大雨警報・洪水警報発表 準備体制

◯水防団指示（待機）

　◯ハザードマップ等による避難所・避難◯防災気象情報、河川水位情報、雨量、降水短時間予報を確認

　　ルートの確認塔尾橋水位観測所［水位１．４０ｍ］  水防警報（準備） ◯水防団指示（準備）

-24h 水防団待機水位到達 【準備体制】
　◯テレビ、ラジオ、インターネット等による 水防警報（待機） 初動体制

塔尾橋水位観測所［水位１．２０ｍ］
　　気象警報等の確認

レ
ベ
ル
１

◯準備体制移行の準備

氾濫注意水位到達 【警戒体制】
　◯テレビ、インターネット、携帯メール等に

 水防警報（出動） 第１災害体制 水防団出動
塔尾橋水位観測所［水位１．６０ｍ］

◇強風波浪高潮注意報発表 ◯維持業者、河川巡視員への情報提供 ◯休校の判断、体制の確認等
-48h

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

-72h
◇台風情報（台風予報） ◯災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

◇台風に関する島根県気象情報（随時） ◯支部体制の確認 ◯水防団等への注意喚起

台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の市町村の

避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画） Ｒ３．７．２６ 作成

気象・水象情報 津和野土木事業所 吉賀町（総務課） 住民等

　　◯台風説明会（於：松江地方気象台） ◯河川敷での工事の安全確認

氾濫発生



台風の接近・上陸に伴う洪水（前線による洪水）を対象とした、県河川管理区間沿川の町町村の
避難情報の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）

河 川 名：八尾川
観測所名：中条水位観測所

隠岐支庁県土整備局 住民等隠岐の島町気象・水象情報

水防団待機水位到達
中条水位観測所（水位1.20m）

水防警報（待機）

氾濫注意水位到達
中条水位観測所（水位2.00m）

警戒体制

避難判断水位到達
中条水位観測所（水位2.20m）

水位到達情報（氾濫注意情報）

水位到達情報（氾濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
中条水位観測所（水位2.40m） 水位到達情報（氾濫危険情報）

○水防団指示（待機）

第１災害体制

第３災害体制

○ホットライン（隠岐県土整備局）

避難指示

高齢者等避難

○避難所開設の準備の判断

堤防天端水位到達・越流
避難完了

高齢者等避難開始

◇大雨警報・洪水警報発表

○台風説明会（於：松江地方気象台）

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難す
るよう、早めに高齢者等避難の発令
判断

○必要に応じ、助言の要請

○重要水防箇所、危険箇所の位
置を確認し発令地域を検討

避難開始

○巡視・水防活動状況を把握
し、必要な措置を求める

○休校の判断、体制の確認等

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫注意情報）を伝達

○町の要請に応じて
災害対策機械の派遣

◇台風情報（台風予報）

◇大雨特別警報発表の可能性

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○河川敷での工事の安全確認

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○避難の準備（高齢者等以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指
示の受信

○CCTVによる監視強化

【準備体制】

【警戒体制】

【非常体制】

○漏水・侵食情報提供

○被害状況の把握

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○必要に応じ自衛隊への派遣要請

○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

避難解除※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ
いては、地域・事象によって、異なります。

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する島根県気象情報（随時）

◇強風波浪高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台）

水防警報（指示）

◇暴風波浪警報、大雨洪水高潮注意報発表

○ホットライン（松江地方気象台） ○ホットライン（町の防災担当者）

○ホットライン（町長）

○気象台記者会見

◇記録的短時間大雨情報（隠岐の島町）発表

※「ホットライン（松江地方気象台）」は、上記の場合
に行うほか、必要と認められれば随時行う。

○支部体制の確認

（危機管理室）

○維持業者、河川巡視員への情報提供

○ホットライン（局長） （町長）

-72h

-48h

-24h

○ホットライン（局長） （町長）

○必要に応じ水防団の退避の指示

0.5h
程度

1h
程度

レ
ベ
ル
１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
５

緊急安全確保

氾濫発生

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

水防警報（出動）

Ｒ３ . ６ . ２３作成

中条水位観測所（水位1.60m）
水防警報（準備）

○水防団指示（準備）

○樋門・樋管等の操作担当者へ注意喚起

○防災無線、携帯メール等による高齢者
等避難の受信

○必要に応じ、助言の要請

水防団出動

○堤防決壊時の住民周知

○必要に応じ、助言の要請

○避難所開設の判断

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫警戒情報）を伝達

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難す
るよう早めに避難指示の発令判断

○水位等の監視体制強化

○高齢者等に水位到達情報（氾
濫危険情報）を伝達

○全職員が予め定めた体制入り

○防災気象情報を監視、河川水位、降雨量等を確認

○管理職等を配置

○過去の洪水と比較等、洪
水の切迫性の確認

○未避難者の緊急避難

○屋内安全確保（垂直避難等）

○避難所開設の検討

第２災害体制

○重要水防箇所、危険箇所の位
置を確認し発令地域を検討

○堤防決壊を覚知した場合には、隠岐県
土整備局、所管警察等の関係機関に通知

○ホットライン（局長）
（町長）

レ
ベ
ル
４
危
険

○避難が必要な状況が夜間・早朝と
なる場合は、危険な箇所から避難

○避難が必要な状況が夜間・早朝
となる場合は、危険な箇所から避難

※台風最接近

○首長もしくは代理者の登庁


